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はじめに

今日の世界のネットワーク化には膨大な可能性がありますが、電子商取引がその中心

的要素であるとOECDは見ています。世界のネットワーク化には経済発展、雇用創出、

貿易拡大、社会状況改善の可能性があります。OECDの分析は、適切なインフラの構築

や、電子商取引やデジタル・エコノミーに適した環境をもたらす要素などに関する広範

な政策に反映されています。

電子商取引は本質的に国境に拘わらないものであり、その発展は各国間や関係者間の

政策調整に基く国境を越えた解決策にかかっています。電気通信のインフラやサービス、

税制、消費者保護、ネットワーク・セキュリティ、プライバシーやデータの保護等の多

様な分野で、具体的な政策提言が行われています。

特に「デジタル・デバイド」に対する懸念によって情報通信技術（ICT）政策と開発政

策との結び付けが重要課題になって以来、多くの国際機関は電子商取引の分野に優先的

に取り組んでいます。この問題が投げかける政策課題には広範な分析と官民の対話が必

要ですが、OECDはそれに適した場となっています。
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ICTと電子商取引の急速な発展に対応し、

その利益を共有するために必要な政策を記し

た行動計画は、OECDのほとんどの部局と委

員会が関与しているワーク・プログラムの中

にまとめられている。OECD外部における目

立った動きとしては、2001年１月にアラブ首

長国連邦のドバイで開催された電子商取引に

関する新興国フォーラム等、一連のハイレベ

ルのOECD会議が挙げられる。

OECDの作業プログラムは基本的に、1998

年にオタワで開かれた閣僚会議で採択された

「電子商取引に関するOECD行動計画」の以下

のテーマに沿うものである。

●ユーザーや消費者からの信頼の確立

●デジタル市場の基本原則の確立

●電子商取引のための情報インフラ強化

●電子商取引の利益の最大化

電子商取引関連のOECDの優先課題で大き

な変化があったのは、非加盟諸国を巻き込ん

だ動きである。行動計画の全分野で非加盟諸

国により大きな配慮が払われることになり、

特に新興諸国や開発途上諸国を対象にした

ICTならびに電子商取引政策という分野で、

重要な活動が始まっている。OECDは2001年

３月に貧困削減のためのデジタル・オポチュ

ニティ活用に関するグローバル・フォーラム

を開催した。OECD はさらに、2000年７月の

沖縄サミットで採択された「グローバルな情

報社会に関する沖縄憲章」に沿って設立され

た「デジタル・オポチュニティ作業部会」（ド

ット・フォース）の活動にも寄与している。

電子商取引に関するOECD新興国フォーラ

ム（OECD－ドバイ 2001）は、アラブ首長国

連邦のドバイにて2001年１月16日から17日

に開催された。この種の会議としては初めて、

OECD加盟国以外での開催となった。この会
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電子商取引に関する政策分析や
議論にOECDはどう貢献しているか

議に先立ち１月15日に、市民団体が組織した

「市民の声会議」と産業界主催の「企業－政府

フォーラム」が並行して開催された。

この会議において、OECD加盟国だけでな

く新興国や開発途上国においても経済成長と

社会開発のためには情報や知識の入手、活用

が不可欠であることが確認された。この問題

は、今や政治の最高レベルでも優先課題の1つ

となっている。

ユーザーや消費者からの信頼を
どのように構築するか

電子商取引の発展にとって、信頼は重要で

ある。それは、主に、消費者や企業が使用す

るネットワークサービスが安全で、信頼でき、

検証可能なものであるかどうかにかかってい

る。同様に、消費者は個人データの収集や利

用面での管理と、適切な救済メカニズムへの

確実なアクセスを望んでいる。企業は、グロ

ーバルな取引のための予想可能で機能的な枠

組みを必要としている。適切なレベルの信頼

を構築するには、信頼性の高い技術や適切な

規制、自主規制、教育を受けた人々が必要で

ある。また、ネットワークの悪用や誤用に対

し適切かつ効果的な対応策が講じられるよう、

救済メカニズムと法執行の役割を明確化して

おく必要がある。

消費者保護

1999年12月に纏められた「電子商取引にお

ける消費者保護のためのOECDガイドライン」

は、現在、OECD加盟国すべての言語で入手

できる。このガイドラインは、企業対消費者

のオンライン取引における消費者保護のため

の効果的なグローバル・アプローチの特質に

関する国際合意を示すものである。ガイドラ

イン策定後、OECDではガイドラインの以下

の各要素の実施に取り組んでいる。

●特に企業と消費者間の国際的紛争のため

の代替的紛争処理（ADR）メカニズム。


